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神栖市矢田部サッカー場指定管理者募集要項

神栖市が設置する神栖市矢田部サッカー場の管理について，設置の目的を効果的に達成

するため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び神栖市矢田

部サッカー場の設置及び管理に関する条例(平成１８年神栖市条例第３２号。以下「条例」

という。)の規定に基づき，以下のとおり指定管理者を募集します。

１ 施設の概要

（１）名称

神栖市矢田部サッカー場

（２）所在地

神栖市矢田部１２６２０番地

（３）施設の沿革，役割等

平成１８年６月に開設され，観光レクリエーション活動の場を確保し，もって観光

の推進と地域の振興に資するため，設置された。

（４）施設の概要

「矢田部サッカー場指定管理業務仕様書」（以下「仕様書」という。）別記１のとお

り

（５）施設利用者数等の実績は仕様書別紙４のとおり。

２ 指定管理者が行う管理の基準

（１）関係法令，条例及び規則を遵守し，適正な運営を行うこと。

（２）施設，設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。

（３）業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

（４）その他，仕様書に定めるとおり

※ 管理の基準に関する細目的事項は，協議のうえ協定で定めます。

３ 指定管理者の業務等

（１）施設の利用受付

（２）日報・月報及び利用者の記録・統計資料の作成。

（３）利用料金の徴収，利用料金の返還，利用料金の減免

（４）自販機の管理

（５）イベント，ＰＲ等の計画立案

（６）次年度の事業計画書の作成

（７）前年度事業計画の事業実績報告書及び収支決算書の作成

（８）その他，仕様書に定めるとおり

４ 指定の期間

令和２年４月１日から令和７年３月３１日までとします。

ただし，管理を継続することが適当でないと認めるときは，指定を取り消すことがあり

ます。
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５ 応募資格

この施設は茨城県から管理運営を任されていることから，次の要件を満たす団体及び法

人であること。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

（２）神栖市から入札参加資格停止措置を受けていないこと。

（３）納税義務のある市税を滞納していないこと。

（４）会社更生法，民事再生法等に基づく再生又は再生手続きを行っていないこと。

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に掲げる暴力団又はその構成員及びそれらの利益となる行動を行う者でない

こと。

６ 提出書類

申請に当たっては，以下の書類を市に提出していただきます。なお，市が必要と認

める場合は，追加資料の提出を求めることがあります。

（１）指定管理者指定申請書（様式１）

（２）矢田部サッカー場指定管理者事業計画書（様式２）及び収支予算書（様式３）

（３）定款．寄付行為．規約その他これらに相当する書類

（４）法人にあっては，当該法人の登記簿謄本。法人以外の場合は，代表となる

者の身分証明書

（５）申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表，収支決算書その他の

団体の財務状況を明らかにする書類

（６）申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業務内

容を明らかにする書類

（７）労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していない事

業所は除く。）

（８）納税証明書

納税義務のある国，県，市税について未納がないことの証明書（最新

１年分）

（９）その他市長が必要と認める書類

※ 提出部数 正本１部 副本１０部（副本は，複写機による写し可）

書類は分散しないようＡ４ファイル等で綴じて提出して下さい。

７ 事業規模

神栖市矢田部サッカー場の管理運営に係る経費については，以下の金額を参考に，申

請の際の事業計画書，収支予算書を作成して下さい。

市は，指定管理業務に要する経費の一部については，各年度の予算の範囲内で指定管

理者に支払います。

（参考金額） １３４，５５０，０００円（５年間）

※別記仕様書の別紙４を参考にしてください。
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８ 質問事項の受付

募集要領の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。

(１)受付期間 令和元年８月１５日（木）から令和元年８月２９日（木）午後４時まで

(２)受付方法 質問票（様式４）に記入のうえ，Ｅメールにより提出して下さい。

Ｅメール送信後は，問い合わせ先まで電話にてご連絡ください。

(３)回答方法 令和元年９月２日（月）に，神栖市ホームページにより回答します。

９ 現地説明会

現地説明会を次により開催します。参加を希望される場合は，法人等の名称及び参加

する方の氏名をあらかじめ観光振興課にメールにて８月２６日（月）までに申し出て

下さい。Ｅメール送信後は，問い合わせ先まで電話にてご連絡ください。

（１）開催日時 令和元年８月２８日（木）午前１０時から１時間程度

（２）開催場所 矢田部サッカー場 センターハウス

（３）申込期限 令和元年８月２６日（月）正午まで

（４）参加人数 ３人以内

１０ 指定管理者指定申請書提出先，提出方法及び提出期間

（１）提 出 先 茨城県神栖市 産業経済部 観光振興課（市商工会館２階）

（２）提出方法 持参のみ。（郵送，ＦＡＸ，Ｅメールによる提出は認めません。）

（３）提出期間 令和元年９月３日（火）から令和元年９月１７日（火）までの日

（土曜，日曜及び祝祭日を除く。）の午前９時から

（正午から午後１時までを除く。）午後４時までとします。

１１ 選定方法

書類審査及び申請者の資格確認を行い，その後，神栖市が設置する「指定管理候補者選

定委員会」において，委員が次の審査基準に沿って，評価し，それぞれ審査した評価点の

合計が最も高い申請者を指定管理候補者として選定します。

（１）採点基準

各項目について５段階で評価し，配点に係数を乗じて評価点とします。

（２）審査方法

① 第１次審査

第１次審査は，提出された申請書の内容について，観光振興課において書類審査及

び申請者の資格確認を行います。

② 第２次審査

第２次審査は，第１次審査を通過した申請者が，指定管理候補者選定委員会に対し

てプレゼンテーションを行い，評価表を用いて総合的に審査をします。

Ａ(係数 1.0) Ｂ(係数 0.8） Ｃ(係数 0.6) Ｄ(係数 0.4) Ｅ(係数 0.2)

優れている やや優れている 普通 やや劣っている 劣っている
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（３）選定基準

① 第１次審査

第１次審査は，申請者から提出された申請書類に不備がないこと，また，申請者の

資格要件を満たしているかの審査を行います。

② 第２次審査

第２次審査は，申請書類及び申請者のプレゼンテーションを勘案して，総合審査を

行い，選定委員会が決定する総合評価点が最も高い団体を「指定管理候補者」としま

す。

③ 採点方法（『オリンピック方式』を採用）

公平性・透明性を図ることを目的に，最高点及び最低点を付けた委員の採点を合計

から除いた点数をもとに，指定管理者の候補者を選定します。

④ 最低基準点の設定

施設管理の内容に適合した履行を確保するため，最低基準点を設定し，当該基準点

を下回る申請者は，候補者としない場合があります。

なお，最低基準点は，総配点の１００分の６０とします。

⑤ 最高得点の申請者が，最低基準点に満たない場合

選定委員会で協議の上，適切な対応を決定します。

⑥ 同点時の判断方法

採点の結果，同じ総合評点の者が２者以上あるときは，次の基準により順位を定め

ます。

ア 各委員の採点で候補者ごとの点数を比較し，点数が勝っている数が多い方を上位

者とします。

イ アが同点の場合は，委員の多数決で決定します。ただし，委員が偶数の場合は，

委員長を除くものとします。

（４）審査基準（評価表） 総配点１００点

選定基準 評価項目 配点 評価方法

（１）市民の平等な

利用の確保

ア 設置目的及び管理

方針
５

・施設の設置目的を理解し，市が

示した管理運営方針と事業者が

提案した管理運営方針が合致す

るか

・団体の経営モラルは適切か

イ 平等な利用の具体

的手法と効果
５ ・事業等の内容に偏りがないか

（２）施設の効用の

最大限の発揮

ア 利用者増加の具体

的手法と効果
１５

・施設の活用策が講じられている

か
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１２ 申請に要する経費

申請に要する経費等は，すべて申請者の負担とします。

１３ 無効又は失格

以下の事項に該当する場合は，無効又は失格となることがあります。

（１）申請者の提出方法，提出先，提出期限などが守れなかったとき。

（２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。

（３）申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。

（４）虚偽の内容が記載されているもの。

（５）その他，選定委員会で協議の結果，審査を行うに当たって不適当と認められるも

の。

イ サービス向上の具

体的手法と効果
５

・サービスの向上のための取組内

容は適切か

ウ 維持管理の内容，

適格性と可能性
５

・求めている内容が事業計画書で

提案されているか

・施設管理，安全管理は適切か

・維持管理は効率的に行われてい

るか

（３）経費の縮減 ア 運営管理の経費の

内容
２５

・提案価格の得点

（４）管理を安定し

て行う人的，財

政的基礎

ア 収支計画の内容，

適格性と可能性 ５

・収入，支出の積算と事業計画の

整合性は図られているか

・収支計画の実現可能性はあるか

イ 安定運営の人的

能力

１０ ・職員体制は十分か

・職員採用，確保の方策は適切か

・職員の指導育成，研修体制は十

分か

・職員の就業規則等が整備されて

いるか。給与体系等は適切なも

のか

・現在の職員の雇用計画の内容は

適切なものか

ウ 安定運営の経理的

基礎

５ ・団体の財務状況は健全か

・金融機関，出資者等の支援体制

は十分か

エ 類似施設の運営

実績

５ ・類似施設を良好に運営した実績

はあるか

オ 職員の再雇用計画

の有無

５ ・職員の再雇用計画はあるか

（５）その他必要な

事項

ア 観光振興に対する

取り組み方

１０ ・自主事業など新たな取り組みは

あるか。

合計点数 100点
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１４ 選定委員会

令和元年１０月上旬から中旬（予定）に実施する選定委員会にてプレゼンテーション

審査を行います。時間，場所等詳しい内容は後日連絡します。

選定委員会によるプレゼンテーション審査は，次のとおり実施します。

（１）参加人数は，３人以内とします。

（２）所要時間は，１候補につき４０分以内とします。

（プレゼンテーション ２０分以内，質疑応答 ２０分以内）

（３）プレゼンテーションでパソコンを使用する場合は，候補者が持参してください。

（４）（３）で使用する資料は，提出書類以外は不可とします。

１５ 選定結果

結果については，各申請者に文書で通知します。

１６ 指定管理者の決定及び管理業務にかかる委託料

（１）指定管理者は，令和元年１２月神栖市議会の議決を経て，決定（指定）されます。

（２）議決後に，市と指定管理者との間で協定を締結しますが，この協定の管理業務にか

かる委託料は各年度の予算額以内となりますので，申請時に提出のあった管理業務に

係る提案価格を下回る場合があります。

１７ 職員の再雇用について

現在，本施設の管理業務に従事している職員のうち，引き続き本施設での雇用を希望

する者に対する雇用計画の内容（採用人数，採用条件，処遇等）について事業計画書に

記載して下さい。

職員の再雇用の計画は，指定管理者の指定の必要条件ではありませんが，選定評価の

対象となります。

１８ 提出書類の配布

（１）配布期間 令和元年８月１５日（木）から配布します。

（土曜，日曜祝日除く。午前９時から午後５時まで）

（２）配布場所 茨城県神栖市 産業経済部 観光振興課（商工会館２階）

※神栖市ホームページからもダウンロードできます。

１９ その他

（１）提出書類はお返しできません。

（２）提出された書類は，必要に応じ複写します。（使用は市役所内及び選定委員会で

の検討に限ります。）

（３）提出された書類は，情報公開の請求により開示することがあります。

２０ 様式及び添付資料

（１）指定管理者指定申請書（様式１）

（２）矢田部サッカー場指定管理者事業計画書（様式２）

（３）矢田部サッカー場収支予算書（様式３）

（４）矢田部サッカー場管理業務質問票（様式４）

（５）矢田部サッカー場管理運営業務仕様書（別記１）
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問合せ先

神栖市産業経済部観光振興課

〒３１４－０１９２

茨城県神栖市溝口４９９１番地５

電 話；０２９９－９０－１２１７

ＦＡＸ；０２９９－９０－１２１１

Ｅメールアドレス：kanko@city.kamisu.ibaraki.jp
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様式１

指定管理者指定申請書

令和元年 月 日

神 栖 市 長 様

申請者 主たる事務所の所在地

団体の名称

代表者の氏名 印

電話番号

Ｅメールアドレス

神栖市矢田部サッカー場に係る指定管理者の指定を受けたいので申請します。
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様式２

神栖市矢田部サッカー場指定管理者事業計画書

令和元年 月 日

法人等の所在地

法人名等

代表者名

１管理運営の基本方針

２組織人員

３管理運営の実施計画

４施設・設備の維持管理計画及び利用者の安全対策

５個人情報の保護

６収支計画

７類似施設の管理運営実績

８必要物品の配備計画

９休館日，開館時間

※用紙サイズは日本工業規格Ａ４版とし，ページ数の制限はありません。ページ番号を必

ず振ってください。

※必要に応じ，参考となる資料を添付してください。



様式４

神栖市矢田部サッカー場 管理業務質問票

法人名等

代表者名

担当者名

電話番号

Ｅ-メールアドレス

（質問内容）


